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令和7年度の取り組み内容(案)

実施主体 協議会事務局(大島町政策推進課) 協議会構成員

実施内容

•「交通空白」解消に向けた実証実験の企
画・調整及び効果検証
•体系的なモビリティ・マネジメントの実
施
•地域にあった交通ネットワークの形成に
向けた地域意見交換の実施
•公共交通モニタの実施
•各種調査・調整(大島高校直通バスに関す
る調整、タクシー活用に関する基礎情報
整理)

[大島バス]
•「交通空白」解消に向けた実証実験の実
施
•バスの乗り方教室の実施
•大島高校直通バスの運行に関する検討
[タクシー協会]
•「交通空白」解消に向けた実証実験の実
施
[観光協会]
•公共交通利用の促進につながる広報活動
[全構成員共通]
•町内イベント参加時の公共交通の積極的
な利用や参加メンバーへの利用呼びかけ

活用財源

•一般財源
•国補助制度 例)共創モデル実証運行事業
(国土交通省)、地域公共交通計画等策定
事業(国土交通省) 等

•各構成員の自主財源
•関係省庁・団体の補助金・助成金
※適宜事務局が支援

下記ご意見いただきたい。
・各構成員で検討している事業のなかで本計画と連携を図れるもの
・取り組み内容に関するご質問・ご意見・ご提案



出典：伊豆大島ナビHP、大島旅客自動車HP

• 路線バスの運転士不足の状況を踏まえた町内の路線バスネットワークの最適化を図るために、日中の利用が少
ない「岡田港～大島公園」間について、路線バス減便による交通空白解消の手段として乗合タクシー運行を検討
する。

維持

減便⇒乗合タクシーに
よる交通空白の解消

【協議事項】「交通空白」解消に向けた実証実験の検討方針

【実証実験の概要（案）】
• 大島公園ラインの「元町港～岡田港」間は、島内の主要幹線軸であることから現行通りの運行とする。
• 運転手不足や、「岡田港～大島公園」間は朝夕の通勤通学時間帯以外を除き利用需要が少ないことから減便と
し、交通空白時間帯における移動はタクシーが代替することを検討する。

• 観光繁忙期を避けた１１～1月上旬での実施を想定する。

大島公園ライン（２０２5年２月3日～２０２5年3月31日ダイヤ）

減便
⇒タクシーが代替

減便
⇒タクシーが代替



【現状】

【協議事項】 「交通空白」解消に向けた実証実験の検討方針

元町港 岡田港 大島公園

•終日、元町港・大島公園間を路線バスで運行
•航路接続のフィーダー系統に位置付け
•観光閑散期の朝・夕以外の日中時間帯は利用者僅少
⇒収支バランスの悪い状況＋運転士の拘束時間を圧迫

【実証実験(観光閑散期に実施)】

元町港 岡田港 大島公園

•通勤・通学利用需要のある朝・夕時間帯は元町港・大島
公園間を路線バスで運行
•観光閑散期のみ利用の少ない日中時間帯は乗合タク
シーで運行、岡田港で路線バスに接続
⇒路線バスの収支改善＋運転士拘束時間の改善朝・夕時間帯

日中時間帯

ポイント１ 乗合タクシーは運転士不足による路線バスの運行休止時間(交通空白時間帯)の解消策として運行
ポイント2 乗合タクシーは路線バス・航路と接続⇒路線バスと一体になった運行、航路のフィーダー系統機能

道路運送法21条を活用した実証実験

【今後の検討内容】 【今後の協議・調整内容】

•乗合タクシーの運行内容
①運行形態、②運行ルート（エリア）、③停留所位置、
④運行ダイヤ、⑤運賃
•路線バスとの接続ルール
どちらかが遅延した場合の対応
•住民・来島者に向けた実証実験の周知方法
•住民に向けた利用促進策

住民・利用者
•実証実験実施に関する説明(4～６月)
関係機関協議
•交通管理者協議(４～６月)
➢道路交通法第44条第2項第2号協議(バス停駐停車)
➢停留所の新設

•道路管理者協議(４～６月)

(運輸局協議(道路運送法21条申請）)



5

実証実験スケジュール(案)
実証実験 協議会 バス タクシー その他

R7
3月

実証実験実施に関し
て合意

4月 当該エリアの
住民説明実施
停留所位置等
に関する警察
＋支庁協議

5月

6月
第1回協議会
運行内容の合意

道路運送法21条関係
の手続きリミット

7月 ※第1回協議会での
意見によっては臨時
会議or追加書面協議

道路使用許可
申請、道路占
用許可申請8月

法定手続きﾘ
ﾐｯﾄ(2ヶ月)

秋・冬運行ダイヤ申
請

9月 実証実験
に関する
広報

停留所設
置

実証実験に係るダイ
ヤ変更手続き

10月

11月

実証実験期間

効果検証

12月

R8 1月

2月 とりまとめ

3月
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